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沼田市立中学校の統合に伴う通学支援策に関する協議結果報告書 

 

 協議会より付託された案件について協議を行った結果は、下記のとおりです。 

 

記 

 

１ 付託案件 

  沼田市立中学校の統合に伴う通学支援策に関すること 

 

２ 協議の概要 

  添付資料のとおり。 

 

３ 特記事項 

  添付「沼田市立中学校の統合に伴う通学支援策に関する提言書（案）」について、協議

会において検討の上、沼田市長及び沼田市教育長に提出することについて検討されたい。 

 

資料１

Administrator
長方形



（案） 

1 

 

沼地交第 号 

令和７年１０月  日 

 

 

沼田市長   星 野  稔 様 

沼田市教育長 竹之内  篤 様 

 

沼田市地域公共交通活性化協議会 

会長 川田 正樹 

 

沼田市立中学校の統合に伴う通学支援策に関する提言書（案） 

 

１ はじめに 

沼田市における公共交通としてのバス（以下「公共バス」という。）は、人口減少や高

齢化、自家用車依存の進行に伴い利用者数が減少しているほか、慢性的な運転手不足とい

った全国的な課題の影響を受け、持続可能性が大きな課題となっている。 

言うまでもなく公共バスは、医療や買い物といった日常生活に加え、教育や観光など多

様な分野で重要な役割を果たす地域の生活基盤であり、令和６年３月に策定した「沼田市

地域公共交通計画」に掲げる「未来につなぐ公共交通」の実現に向けては、個々の課題に

即した丁寧な対応が求められる。 

一方、令和７年３月に策定された「沼田市新たな学校づくり実施計画」では、中学校統

合により通学距離が延びる生徒が増加することが示され、特に沼田中学校通学区域におい

ては「統合により通学距離が一定の基準を超える生徒について、スクールバスの運行や公

共交通機関の定期代金等の補助制度を検討する」とされている。 

これらの方針を踏まえ、本協議会は、通学手段の確保が教育環境の維持の観点から喫緊

の課題であると同時に、公共バスの維持にとっても重要な契機となるとの認識のもと、専

門的調査・検討を行うため設置された分科会に対し、中学校統合に伴う通学支援策を重点

的に検討することを付託した。本提言書は、第１回・第２回分科会での議論を整理し、今

後の具体的方向性を提示するものである。 
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２ 現状及び課題整理 

分科会での検討の結果、令和７年度時点での生徒の居住地や生徒数をもとに、統合対象

校（沼田西中学校・沼田南中学校・沼田東中学校）に通う生徒が公共バスを利用すると仮

定した場合、多くの路線が乗り入れる沼田駅周辺や関越交通（株）の自主運行路線の利用

が想定される地域を除き、バス停の位置や運行ダイヤ、車両定員などについて大幅な運行

形態の変更が必要となることが明らかとなった。 

統合対象校に通う生徒の保護者を対象に実施したアンケート調査では、送迎負担軽減な

どを理由にバス利用意向は高い一方で、通学定期券補助やダイヤ・バス停の改善などを求

める意見が多く寄せられた。また、公共バス利用を前提とした調査であったにもかかわら

ず、スクールバス導入を望む声も一定数確認された。 

本件に関連する先行事例として、群馬県渋川市「こどもデマンド渋川」、群馬県下仁田

町「複合的公共交通サービス」、長野県茅野市「ＡＩオンデマンド交通への完全シフト」

を調査した。特に、下仁田町の事例では、スクールバスと公共バスを統合運行し「１台２

役」を果たす効率的な仕組みが構築されており、公共交通の持続可能性向上に資する有益

な知見を得た。 

加えて、統合対象校に通う各行政区の生徒数、最大通学距離、通学時の高低差を調査し、

想定通学手段を設定した上で、①全員を「通学定期券補助」とした場合、②全員を「スク

ールバス」とした場合、③現行ダイヤ等で対応可能な地域のみ「通学定期券補助」とした

場合の３パターンでコストを試算した。その結果、経済的コストは①＜③＜②の順で高く

なり、時間的・労力的コストは②≒③＜①の順で高くなることが確認された。 

 

３ 論点整理 

自由討議を通じ、次の論点が整理された。 

（１）地理的特性により居住地ごとに通学負担や交通事情が異なることを踏まえつつ、公

共交通の持続可能性を高める通学方法を検討すべきである。 

（２）複数路線が乗り入れるバス停周辺などでは、比較的軽微な運行調整で通学ニーズに

対応できる可能性が高い。 

（３）山間部など公共交通での対応が困難な地域では、即時の最適化は困難であり、スク

ールバスによる対応がやむを得ない。 

（４）公共交通の利用拡大、とりわけ中学生を含む若年層の利用促進に向けて、新たな制

度の創設や既存制度の拡充を検討すべきである。 

４ 提言 
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  以上を踏まえ、以下の方針を提言する。 

（１）通学手段の設定にあたっては、居住地ごとの通学負担を考慮した基準を設け、その

基準には公共交通利用を含めることが望ましい。 

（２）沼田駅周辺など既存公共交通での対応可能性が高い地域の生徒については、公共交

通利用を原則とし、利用者の通学定期券購入費用については、全額を補助すること

が望ましい。 

（３）沼田駅周辺以外の生徒については、統合直後はスクールバス導入がやむを得ないが、

将来的には公共バスのダイヤ等調整や下仁田町のような複合的サービスの導入可

能性を踏まえ、通学定期券補助への移行や統合運行を検討することが望ましい。 

（４）公共バス利用の促進と理解醸成のため、学校統合に併せた新制度の創設や既存制度

の拡充を検討することが望ましい。 

（５）施策の実施にあたっては、地方交付税等の財源を有効に活用することが望ましい。 

 

５ おわりに 

  沼田市及び教育委員会におかれては、本提言書の内容を踏まえ、教育環境の維持のみな

らず、公共交通の持続性確保の観点をも含めた施策の検討を求める。 

また、事例研究や自由討議を通じて明らかになったのは、個別の通学支援策にとどまら

ず、市全体の公共交通の将来像を俯瞰し、横断的課題に対応する必要性である。協議会と

しては、分科会に対し、地域公共交通計画を基盤に「沼田市にふさわしい公共交通の将来

像」について総合的な議論を行うよう付託する。 

 

６ 添付書類 

（１）沼田市地域公共交通活性化協議会分科会 第１回 令和７年５月１２日 

（２）沼田市地域公共交通活性化協議会分科会 第２回 令和７年７月３０日 

（３）アンケート結果分析 

（４）事例研究報告 

（５）統合対象学校及び行政区別生徒数（※） 

（６）統合対象学校及び行政区別生徒数等（各学校統合予定時点推計）（※） 

（７）会議記録 第１回沼田市地域公共交通活性化協議会分科会 

（８）会議記録 第２回沼田市地域公共交通活性化協議会分科会 

（９）沼田市地域公共交通活性化協議会分科会設置規程 

  ※（５）は令和７年度時点の生徒数をもとに各費用等を推計しており、（６）は各学校

の統合年度時点の推計生徒数をもとに各費用等を推計している。 
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アンケート結果分析 
 
１ アンケートの概要 

(１)通学方法に関するアンケート 
ア 基本事項 

対象者 沼田南・西・東中学校に通学する生徒の保護者 
方法 各学校の保護者への連絡アプリを使用して電子的にアンケートフォームを送信。 
期間 令和７年５月下旬（学校により異なる）～６月１０日 
有効回答 ２４６件 
対象者想定数 ４００人（想定数に対する有効回答：約６１．５％） 

 
イ 目的等 

令和７年３月に沼田市教育委員会が策定した「沼田市新たな学校づくり実施計画」において「沼
田中学校」「沼田南中学校」「沼田西中学校」「沼田東中学校」の４校を「沼田中学校」へ統合す
る計画が示されました。 
また、沼田市では現在、誰もが便利・安心に利用できる公共交通を目指し、令和６年３月に策定

した「地域公共交通計画」に基づき、地域公共交通ネットワークの再構築を進めています。 
本アンケートは、これらの方針を踏まえ、将来的に沼田中学校へ通うことになる「沼田市の子ど

もたち」の通学手段について、公共交通を中心とした支援のあり方を検討するための基礎資料とす
るため実施するものです。 
つきましては、現に中学校に通う生徒の保護者皆さまに「もし、ご自身のお子さんが、今すぐに

沼田中学校に通うことになったとしたら」という仮定でご回答いただきたくお願い申し上げます。 
ご多用のところ恐縮ではございますが、下記アンケートへのご協力をお願い申し上げます。 
【回答締切】 
令和７年６月１０日（火） 

【回答前にご確認ください】 
例えば、１年生と３年生など、複数の生徒が同じ学校に在籍している場合は、学年の小さい生徒

（この場合には１年生）についてのみご回答ください。 
本アンケートにおける「バス」とは、特別に指定する場合を除いて、路線バスやＡＩデマンドバ

スなどの公共交通として運行されているバスを指します。 
【実施者】 
沼田市総務部企画政策課 
（℡０２７８ー２３ー２１１１／内線４０３４） 

 
ウ 内容 

Ｑ１． 生徒が現在通っている学校（１つ選択） 
南中（沼田南中学校） 
西中（沼田西中学校） 
東中（沼田東中学校） 

Ｑ２． 生徒の学年（１つ選択） 
１年生 
２年生 
３年生 

Ｑ３． お住まいの行政区（町） 
Ｑ４． 現在の主な登下校手段（複数選択可） 
徒歩 
自転車 
自家用車による送迎 
バス 
その他 

Ｑ５． バスについてどのような印象をお持ちですか？（複数選択可） 
時刻が決まっていて予定が立てやすい 
予約すれば自由に移動ができるので便利 
安全で安心できる 
乗り方がよくわからない 
荷物が多いと乗るのが大変そう 
混んでいる 
通学で使えたら便利だと思う 
通学で使うのは難しそう 
その他 
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Ｑ６． お住まいの行政区から、もし「バスで通学可能」であれば生徒に使わせたいと思いますか？
（１つ選択） 
積極的に使わせたい 
できれば使わせたい 
あまり使わせたくない 
使わせたくない 

Ｑ７． 前の質問の回答理由を教えてください。（任意） 
Ｑ８． バスでの通学をスムーズにするために必要だと思うことは何ですか？（複数選択可） 
時刻の調整 
バス停の調整 
通学定期券の補助 
保護者への説明 
乗車方法のガイド 
特にない 
その他 

Ｑ９． スクールバスや保護者の送迎に頼らずバスなどの公共交通を活用して通学することについ
て、どのように感じますか？（複数選択可） 
子どもの社会性や自立に役立つ 
地域全体で公共交通を支える意識が育つ 
公共交通を使わせることに不安はあるが、理解はできる 
公共交通は、通学方法としてふさわしくない 
その他 
Ｑ１０． その他、学校統合による通学方法の変更について、自由にご意見やご要望をお聞かせく
ださい。（任意） 
 

(２)デマンドバスぬまくるに関するアンケート 
ア 基本事項 

対象者 沼田市公式ＬＩＮＥ友だち登録者 
方法 沼田市公式ＬＩＮＥのメッセージでアンケートフォームを送信。 
期間 令和７年５月１５日～５月２２日 
有効回答 ８４件 
対象者想定数 ２，８７０人（想定数に対する有効回答：約２．９％） 

 
イ 目的等 

【デマンドバスぬまくるに関するアンケートのお願い】 
デマンドバスに関するアンケートを実施します。 
ご回答いただいた内容は、今後の公共交通施策の参考とさせていただきます。 
アンケートは、下記ＵＲＬよりご回答いただけます。 
（アンケートフォームＵＲＬ） 
※所要時間２～３分程度 
※回答期限５月２２日（木）まで 
 

ウ 内容 
Ｑ１． 沼田市公式ＬＩＮＥからデマンドバスが予約できることを知っていますか？ 
 はい 
 いいえ 
Ｑ２． ＬＩＮＥからデマンドバスを予約したことはありますか？（Ｑ１が「はい」の場合に表示） 
 はい 
 いいえ 
Ｑ３． ＬＩＮＥ予約の満足度を数字で表すと何点ですか？（１００点満点）（Ｑ３が「はい」の
場合に表示） 
Ｑ４． デマンドバスＡエリア及びＢエリアにおいて交通系ＩＣカード決済が利用できることを知
っていますか？※ぐーちょきシニアパスポートの割引をご利用の場合は、現金またはｔｅｎｇｏｏ
決済のみになります 
 はい 
 いいえ 
Ｑ５． デマンドバスで交通系ＩＣカード決済を利用したことはありますか？（Ｑ４が「はい」の
場合に表示） 
 はい 
 いいえ 
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Ｑ６． デマンドバスで交通系ＩＣカード決済を利用した際の満足度を数字で表すと何点ですか？
（１００点満点） 
Ｑ７． デマンドバスに関して、ご意見・ご感想はございますか？ 

 
２ 「通学方法に関するアンケート」の結果 

Ｑ１． 生徒が現在通っている学校（１つ選択）【Ｎ＝２４６件】 
南中 １１８件 ４８％ 
西中 ６３件 ２６．６％ 
東中 ６５件 ２６％ 

 
Ｑ２． 生徒の学年（１つ選択）【Ｎ＝２４６件】 
１年生 ９６件 ３９％ 
２年生 ８１件 ３３％ 
３年生 ６９件 ２８％ 

 
Ｑ３． お住まいの行政区（町） 【Ｎ＝２４６件】 
横塚町 ２８件 
薄根町 ２６件 
戸鹿野町 ２５件 
坊新田町 １８件 
沼須町 １７件 
久屋原町 １６件 
栄町 １４件 
下川田町 １４件 
東倉内町 １３件 
鍛冶町 １３件 
下久屋町 １１件 
上久屋町 １０件 
清水町 ８件 
西倉内町 ７件 
新町 ５件 
榛名町 ４件 
上川田町 ４件 
馬喰町 ３件 
岩本町 ３件 
上沼須町 ３件 
屋形原町 ２件 
中町 １件 
川場村 １件 

 
Ｑ４． 現在の主な登下校手段（複数選択可）【Ｎ＝２９９件】 
徒歩 ２３０件 ９３％ 
自転車 ３件 １％ 
自家用車による送迎 ６０件 ２４％ 
バス ３件 １％ 
その他 ３件 １％ 

 
〔主な「その他」の内容〕 
「電車」 
 
Ｑ５． バスについてどのような印象をお持ちですか？（複数選択可）【Ｎ＝５２３件】 
時刻が決まっていて予定が立てやすい ７９件 ３２％ 
予約すれば自由に移動ができるので便利 ２０件 ８％ 
安全で安心できる ３４件 １４％ 
乗り方がよくわからない ５０件 ２０％ 
荷物が多いと乗るのが大変そう ９８件 ４０％ 
混んでいる ４８件 ２０％ 
通学で使えたら便利だと思う １０４件 ４２％ 
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通学で使うのは難しそう ６３件 ２６％ 
その他 ２７件 １１％ 

 
〔主な「その他」の内容〕 
「本数が少なく不便」 
「時間が決まっていて不自由」 
「乗り遅れが心配」 
「バス停、ルートがよく分からない」 
「スクールバスなら安心出来ますが、公共のバスを使用するのであれば心配です」 
「乗車賃が高い」 
「雨や雪の日、バス停留所で待つ間体が濡れて冷える。雪の日にバス停留所の雪かきは誰がするのか…」 
 
Ｑ６． お住まいの行政区から、もし「バスで通学可能」であれば生徒に使わせたいと思いますか？（１つ
選択）【Ｎ＝２４６件】 
積極的に使わせたい ５８件 ２４％ 
できれば使わせたい １１０件 ４５％ 
あまり使わせたくない ５８件 ２４％ 
使わせたくない ２０件 ８％ 

 
Ｑ７． 前の質問の回答理由を教えてください。（任意） 
「積極的に使わせたい」（回答率：７２．４％） 
〔傾向〕 
遠距離通学対策、送迎負担軽減、危険な道の回避、自立支援、バス利用の前向きな意欲 など 

〔主な回答〕 
「沼中に通うのは遠いので、バスで行けたらありがたい。」 
「駅に家が近いので、駅発着だと使いやすい。」 
「親の送迎負担が減らせるから。」 

 
「できれば使わせたい」（回答率：５２．７％） 
〔傾向〕 

送迎負担の軽減、自立への期待、時刻が合えば利用、遠距離対策 など 
〔回答例〕 
「送迎でなくできれば自力で通えたら子どもの自立につながっていくと思う。」 
「自家用車で送迎するのも大変なので、バスがあれば利用したい。」 
「仕事もあり、保護者が送迎をするのは不可能なため。」 

 
「あまり使わせたくない」（回答率：５５．２％） 
〔傾向〕 

慣れの不安・ストレス、金銭負担、混雑・安全・トラブルへの 懸念、徒歩可能・健康志向 など 
〔回答例〕 
「慣れていないため、子供にとってストレスになりそうで心配。金銭面も負担になりそう。」 
「歩けない距離ではないことと、バスだと荷物が多い時に他の乗客に迷惑がかかって、申し訳ない。」 
「混雑が半端ないと思う。密集での通学はさせたくない。」 

 
 
「使わせたくない」（回答率：８０％） 
〔傾向〕 
徒歩圏内・不要、金銭負担、バス運賃への反発、統合による強制感への不満 など 
〔回答例〕 
「無料であれば使わせたいが、料金が発生するのであれば使わせたくない。」 
「義務教育期間で市の指定の学校に通学するのに、なぜ運賃を払ってバスに乗らなくてはならないので 
しょうか？市で通学バスを出すべきです。」 

「お金がかかるから、バス通学しなければならないなら、スクールバスにしてほしい。」 
 

Ｑ８． バスでの通学をスムーズにするために必要だと思うことは何ですか？（複数選択可） 
【Ｎ＝７７１件】 
時刻の調整 １９９件 ８１％ 
バス停の調整 １７２件 ７０％ 
通学定期券の補助 ２０５件 ８３％ 
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保護者への説明 １０２件 ４１％ 
乗車方法のガイド ８１件 ３３％ 
特にない ０件 ０％ 
その他 １２件 ５％ 

 
〔主な「その他」の内容〕 
「バスの遅延などの情報をどうやって受け取ることができるかわからないと、共働きで家に誰もいない場合 
の対処方法」 

「バスの本数を増やす」 
「小まわりが利くスクールバスを配置する」 
「定期券を無償にしてもらいたい」 
「下久屋（下段）、上久屋町在住の生徒は、１２０号まで歩いて坂を登って行かないとバスに乗れないよう 
であれば、家庭での送迎をした方が早い。現在の利南東小学校の場所が移動に伴い、利南東小学校の校庭 
などをバス停留所として利用出来るような形になれば、下久屋（下段）と上久屋町の生徒もバスを利用し 
やすい。」 

 
Ｑ９． スクールバスや保護者の送迎に頼らずバスなどの公共交通を活用して通学することについて、どの
ように感じますか？（複数選択可）【Ｎ＝３５６件】 
子どもの社会性や自立に役立つ １３４件 ５４％ 
地域全体で公共交通を支える意識が育つ ６７件 ２７％ 
公共交通を使わせることに不安はあるが、理解はできる ９６件 ３９％ 
公共交通は、通学方法としてふさわしくない ４４件 １８％ 
その他 １５件 ６％ 

 
〔主な「その他」の内容〕 
「定期券の全額補助にしないと不公平感があると思うし、徒歩ではかからなかったお金をあらたに負担する 
ことになるので、家計負担が増える」 

「義務教育で交通費を負担しなくてはいけない家庭が出ることを不公平に感じる」 
「中学生は公共交通ではなく、スクールバスの方が安心だと思う」 
「一般客と同乗するので安全面の確保をどうするか」 
「地域によって不公平がある」 
「中学生が使うことに、周りの人の理解が得られるかが気になる」 
「保護者の負担は確実に増える」 
「山積する課題を一つずつ解決する必要がある」 
 
Ｑ１０． その他、学校統合による通学方法の変更について、自由にご意見やご要望をお聞かせください。
（任意）【Ｎ＝９６件／回答率：３９％】 
ポジティブ １４件 

（１４．６％） 
「バスで通えれば一番いいと思う」 
「公共のバスを使うのはいいと思う」 
「今でも電車を使った通学なので抵抗ありません」 

ネガティブ ７５件 
（７８．１％） 

「送迎が不可欠で負担が大きくなることが心配」 
「義務教育で無料にすべき」 
「バス停が遠い」 
「安全が守られない」 

中立 ７件 
（７．３％） 

「田舎なのでスクールバスが望ましい」 
「理想の通学手段はスクールバス」 

 
クロス集計（Ｑ３×Ｑ６） 行政区ごとの傾向【Ｎ＝２４６件】 
行政区 ◎ ○ △ × ポジ ネガ 
中町【Ｎ＝１】 １ ０ ０ ０ １００．０％ ０．０％ 
川場村【Ｎ＝１】 １ ０ ０ ０ １００．０％ ０．０％ 
栄町【Ｎ＝１４】 ５ ７ ０ ２ ８５．７％ １４．３％ 
下久屋町【Ｎ＝１１】 ４ ５ ２ ０ ８１．８％ １８．２％ 
薄根町【Ｎ＝２６】 １０ １０ ４ ２ ７６．９％ ２３．１％ 
榛名町【Ｎ＝４】 １ ２ １ ０ ７５．０％ ２５．０％ 
下川田町【Ｎ＝１４】 ２ ８ ４ ０ ７１．４％ ２８．６％ 
西倉内町【Ｎ＝７】 １ ４ ２ ０ ７１．４％ ２８．６％ 
沼須町【Ｎ＝１７】 ３ ９ ４ １ ７０．６％ ２９．４％ 
鍛冶町【Ｎ＝１３】 ２ ７ ２ ２ ６９．２％ ３０．８％ 



沼田市地域公共交通活性化協議会分科会レポート 2025年 6月 11日 

  
 

  

事務局（沼田市総務部企画政策課）作成 6 

 

横塚町【Ｎ＝２８】 ３ １６ ６ ３ ６７．９％ ３２．１％ 
上沼須町【Ｎ＝３】 １ １ １ ０ ６６．７％ ３３．３％ 
岩本町【Ｎ＝３】 １ １ １ ０ ６６．７％ ３３．３％ 
戸鹿野町【Ｎ＝２５】 ５ １１ ７ ２ ６４．０％ ３６．０％ 
久屋原町【Ｎ＝１６】 ４ ６ ４ ２ ６２．５％ ３７．５％ 
清水町【Ｎ＝８】 １ ４ ３ ０ ６２．５％ ３７．５％ 
東倉内町【Ｎ＝１３】 ２ ６ ４ １ ６１．５％ ３８．５％ 
坊新田町【Ｎ＝１８】 ５ ６ ７ ０ ６１．１％ ３８．９％ 
上久屋町【Ｎ＝１０】 ２ ４ ２ ２ ６０．０％ ４０．０％ 
新町【Ｎ＝５】 ２ １ ０ ２ ６０．０％ ４０．０％ 
上川田町【Ｎ＝４】 ２ ０ ２ ０ ５０．０％ ５０．０％ 
屋形原町【Ｎ＝２】 ０ １ ０ １ ５０．０％ ５０．０％ 
馬喰町【Ｎ＝３】 ０ １ ２ ０ ３３．３％ ６６．７％ 
〔凡例〕 
◎＝積極的に使わせたい 
○＝できれば使わせたい 
△＝あまり使わせたくない 
×＝使わせたくない 

 
 

３ 「デマンドバスぬまくるに関するアンケート」の結果 
Ｑ１． 沼田市公式ＬＩＮＥからデマンドバスが予約できることを知っていますか？【Ｎ＝８４件】 
はい ６１件 ７３％ 
いいえ ２３件 ２７％ 

 
Ｑ２． ＬＩＮＥからデマンドバスを予約したことはありますか？（Ｑ１が「はい」の場合に表示）【Ｎ＝
６１件】 
はい ２０件 ３３％ 
いいえ ４１件 ６７％ 

 
Ｑ３． ＬＩＮＥ予約の満足度を数字で表すと何点ですか？（１００点満点）（Ｑ３が「はい」の場合に表
示）【Ｎ＝２０件】 
〔平均点〕 
７７．３５点 
 
Ｑ４． デマンドバスＡエリア及びＢエリアにおいて交通系ＩＣカード決済が利用できることを知っていま
すか？※ぐーちょきシニアパスポートの割引をご利用の場合は、現金またはｔｅｎｇｏｏ決済のみになりま
す【Ｎ＝８４件】 
はい ４６件 ５５％ 
いいえ ３８件 ４５％ 

 
Ｑ５． デマンドバスで交通系ＩＣカード決済を利用したことはありますか？（Ｑ４が「はい」の場合に表
示） 
はい １５件 ３３％ 
いいえ ３１件 ６７％ 

 
Ｑ６． デマンドバスで交通系ＩＣカード決済を利用した際の満足度を数字で表すと何点ですか？（１００
点満点） 
〔平均点〕 
９５点 

 
Ｑ７． デマンドバスに関して、ご意見・ご感想はございますか？【Ｎ＝５６件／回答率６６．７％】 
ポジティブ １７件 

（３０．４％） 
「今後も続けてほしい」 
「バスの存在がありがたい」 
「便利になれば利用したい」 

ネガティブ １７件 
（３０．４％） 

「予約ができない」 
「バス台数など地域に格差がある」 
「日曜に利用できない」 
「予約が面倒」 
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中立 ２２件 
（３９．３％） 

「なし」や単なる質問 など 

 
４ アンケート結果の分析 

(1) 通学方法に関するアンケート 
 現状の交通手段では当然ながら「徒歩」（９３％）の割合が高いが「自家用車による送迎」（２４％）

の割合も高い。現状で「バス」（１％）は、ほとんど利用されていない。 
 バスについての印象では「便利」意識と「使いづらさ」への不安が同居している傾向にある。 
 通学手段にバスを「使わせたい」「どちらかといえば使わせたい」と回答した率は７割近いが、こ

の回答には、その他の回答内容から総合的に判断すると「スクールバス」を混同して回答している
ケースもあることが伺える。また、回答傾向に明確な地域差は見られなかった。 

 バス通学を導入する上では「通学定期券補助」と「時刻調整」を望む声は、いずれも８割を超えて
いる。 

 公共交通を活用した通学には「子どもの社会性や自立に役立つ」（５４％）との回答が過半数だが、
不安や反対意見も少なくない。 

 自由記述欄全般には、ネガティブな意見投稿が多く、不便さや運賃の高さを訴える声のほか、統廃
合自体に反対する意見もあった。ポジティブな意見では、自立や社会性の成長につながる点や選択
肢を増やす取組への期待を寄せる声もあった。 

(2) デマンドバスぬまくるに関するアンケート 
 公式ＬＩＮＥ利用者にとってはＬＩＮＥ予約の認知度は７割以上と高い傾向にあるが、一方で、予

約利用率は、認知者の３割程度に留まっている。平均点もさほど高くなくＵＩに課題があることが
伺える。 

 ＩＣカード決済の認知度は約５割と決して高いとは言えない数字となっている。利用率も認知者の
約３割と低いが、満足度は高い。（平均９５点） 

 デマンドバスの仕組み自体は歓迎されており、継続を望む声なども投稿されているが「予約」や「運
行形態」には課題が見られる。 

(3) 総括 
ア ニーズに合ったきめ細やかな対応 

 バス通学全般に対する保護者の不安や不便感は根強い。公共交通としてのバスの利用について
の回答を求めるアンケートであっても「スクールバス」の導入を望む声は多い。 

 ＡＩデマンドバスのアンケートからは、高齢層を中心に「今後も継続・利便性向上」を求める
声とともに、デジタルや予約の課題が現実的障壁となっている現状が浮かび上がった。 

 バスだけではカバーしきれない家庭や従来の路線バスや自家用車送迎も依然として必要であ
ることを踏まえ、制度や利用サポートの柔軟さを求めるニーズがあることは明確である。 

イ 費用負担軽減のニーズ 
 通学方法に関するアンケートでは定期券補助を求める声や、そもそも義務教育の交通費負担に

疑問という声が多く、費用負担の軽減は、通学の公平性と納得感に直結する要素と捉えられる。 
 アンケートを俯瞰すると「義務教育期間中は、スクールバスだけでなく、路線バスやＡＩデマ

ンドバスも子ども料金等で利用できるような運賃支援」があれば、より多様な家庭・地域のニ
ーズに応えやすくなると推測できる。（実際に「子ども料金拡大を強く求める」明示的な意見
はないが、選択肢の拡大や無償化を求める声は寄せられており、政策的方向性として重要なポ
イントと考えられる。） 

ウ サポート・情報発信の強化 
 いずれのアンケートからも「サービスを知らない」「使い方がわからない」「予約が複雑」と

いった情報ギャップが利用抑制要因の一つとなっている。 
 利用ガイド、相談窓口、アナログ予約手段など、多様な世代・家庭に届く工夫が重要と言える。 

 
５ 終わりに 

 両アンケートを通して、今後の通学支援を含む公共交通施策では「スクールバス導入」「公共交通利便
性向上」「運賃補助の拡大」「情報発信・利用サポート充実」など多層的かつ柔軟な対応が不可欠であ
ることが明らかとなった。 

 「子どもと家庭が納得して選べる」通学手段の確保に向けて、今後も現場の声を丁寧に拾い、施策設計
に活かしていくことが求められる。 
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事例研究報告 
（こどもデマンド／複合的公共交通サービス／路線バス全廃によるＡＩオンデマンド交通へのシフト） 

 
１ 事例１：こどもデマンド（群馬県渋川市） 

(１)背景 
渋川市では、塾や習い事、放課後児童クラブへの子どもの移動手段が課題となっていた。地方都市で

は公共交通が限られ、保護者が送り迎えを負担するケースが多く、送迎の可否が子どもの学習機会に影
響する「教育格差」も懸念されていた。 
群馬県はこうした課題に対し、デジタル技術を活用した次世代交通（ＧｕｎＭａａＳ）の一環として、

２０２４年３月に子ども向けデマンド交通サービス「こどもデマンド渋川」を渋川市で試験導入した。
これは児童・生徒の移動負担軽減と教育機会の確保を目的とした施策である。 

 
(２)内容 

「こどもデマンド渋川」は予約に応じて運行経路や時間が変わる乗合タクシー方式のオンデマンド交
通で、路線バスとタクシーの中間的サービスとして提供された。 
対象は群馬県内在住の１８歳未満で、主に平日放課後の塾・習い事等への移動に利用する。運行エリ

アは渋川市全域（実証当時）で、２０２４年の初回実証運行では平日１６～２２時に運行した。利用方
法は事前に保護者または子どもが利用登録し（マイナンバーカードや交通系ＩＣカードを紐付け）、ス
マホアプリ（ＧｕｎＭａａＳアプリ）や電話等で予約する仕組みである。 
ＡＩ配車システムによって複数の予約を乗合で最適ルートに配車し、保護者にはＬＩＮＥやメールで

乗降通知が届くため、子ども単独乗車でも安心できるよう工夫されている。 
運賃は１回片道５００円、定額乗り放題の３０日券は当初３，０００円と格安に設定された。この低

料金はタクシー運行コストとの差額を行政が補助する形で実現している。 
なお、２０２４年末からの２回目の実証では期間を約３か月半に延長し、サービスエリアも市外のア

イスアリーナまで拡大、月額パス料金は８，０００円に引き上げられた。 
料金改定は持続的運行に向けた財政バランスを考慮したものと推測され、財政負担の適正化を図りつ

つサービス継続を模索している。 
 

(３)成果 
２０２４年３月の実証運行（１カ月間）では、事前登録者数４１人に対し実際の利用者は１６人、延

べ利用件数は１２７件に達した。平日夕方１６～２２時台に利用が集中し、複数の児童が乗合で利用す
るケースもみられた。利用者１人あたり平均で約８回乗車した計算で、短期間ながら一定のニーズを確
認できたと言える。 
また、実証後に群馬県が渋川市内の保護者へアンケート調査を行ったところ、「こうした子ども送迎

サービスを利用したい」と答えた層が全体の６割に上ったとの結果が公表され、潜在ニーズの高さが浮
き彫りとなった。実際に利用した保護者からは「送迎の負担が減って助かる」「子どもが安全に通える
範囲が広がった」等の好意的な声が寄せられており、質的評価として家族の時間捻出や習い事機会の増
加といった効果が指摘されている。 
一方、当初想定より利用者数が伸び悩んだ点については、サービス期間が短期限定だったことや周知

期間の不足も要因と分析されている。 
これらを踏まえ、群馬県と渋川市は２０２４年度に再度実証運行を延長実施し、サービス改善（運行

時間・期間延長、エリア拡大、料金見直し等）を図りながら利用動向を詳しく検証している。再実証の
結果次第では、本格導入や県内他地域への展開も検討される見通しである。 

 
(４)課題 

短期的な実証で見えた課題としては、利用者数の拡大が挙げられる。登録者４１人中実際の利用は１
６人に留まったことから、潜在ニーズはあっても実際の利用転換に障壁がある可能性が指摘される。例
えば、「子ども一人で乗せることへの不安」や「サービスへの認知不足」「予約の手間」などが考えら
れ、特に低学年児童を持つ保護者には安全面の懸念もあったと推察される。 
これに対し、運行側は車内カメラや乗降通知システムで安全性を確保し、学校等を通じた説明で保護

者の理解醸成に努めた。 
次に、採算性・継続性の課題がある。ワンボックス車をチャーターしＡＩ配車する形態上、少人数利

用でも一定の運行コストが発生する。初回実証では１乗車５００円という低廉な料金設定だったため、
運賃収入はごくわずかで費用の大部分を行政負担で賄ったとみられる。今後、サービスを継続・拡大す
るには、利用者負担と公費補助のバランスをどう取るかが課題となる。実証２回目で月額パス料金を８，
０００円に引き上げたのも、この持続可能性を見据えた改善策である。 
また、システム面の課題として、予約や決済にスマホアプリ（ＧｕｎＭａａＳ）を用いるため、デジ

タルに不慣れな家庭へのフォローが必要だった。実証期間中、市担当者らが登録会を開催し、操作を支
援するなどの対応がなされた。 
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最後に、需要予測とサービス規模の課題がある。子どもの生活動線は季節や学年で変動するため、想
定以上の予約が集中すると配車が追いつかない恐れがある一方、需要が少なすぎるとタクシー事業者の
協力継続が難しくなる。こうした需要変動への柔軟な車両手配・ダイヤ調整や、必要に応じたサービス
休止期間の設定など、運行側の調整力も問われる。 

 
(５)沼田市における導入示唆 

沼田市にとって本事例は、子育て支援と公共交通の融合という新たな施策モデルとして示唆に富む。 
まず、送り迎え問題の解決による教育環境の向上は、子育て世帯の定住促進にもつながるメリットで

ある。沼田市でも共働き家庭の増加に伴い、放課後の子ども送迎ニーズは存在すると考えられる。本事
例が示すように、自治体主導で安全・低料金の送迎サービスを提供すれば、保護者の負担軽減と子ども
の活動機会拡充を両立でき、市の子育て支援施策の目玉になり得る。 
次に、本事例は県との連携とデジタル技術活用が鍵となった。沼田市が類似サービスを検討する際も、

群馬県の交通ＤＸ施策（ＧｕｎＭａａＳ）や補助制度を活用し、近隣自治体・タクシー事業者と連携し
て取り組むことが望ましい。とりわけＧｕｎＭａａＳは県内統一プラットフォームであり、沼田市民に
も利用登録のハードルが低いため、将来的に沼田版「こどもデマンド」を実施する場合も、既存アプリ・
仕組みを流用できる利点がある。 
もっとも、沼田市での実現に向けては財政負担との兼ね合いを十分吟味する必要がある。本事例では

当初非常に安価な料金設定で利用促進を図ったが、その分行政負担が大きくなった。沼田市が導入する
際は、利用見込み数や効果を試算し、補助金や利用者負担額の適正水準を見極めることが重要。 
また、地域特性への適合も考慮すべき点である。沼田市は渋川市より北部山間地域を抱え、冬季の交

通事情など異なる要素もある。対象エリアの絞り込みや運行時期の限定など、沼田市の実情に合わせた
サービス設計が必要となる。 
総じて、こどもデマンド渋川の事例は、デジタル時代における新しい公共交通サービスの可能性と運

営上の課題を示しており、沼田市がそれを参考にすることで、自市に適した形での子ども向けオンデマ
ンド交通導入の検討が進むことが期待される。 

 
(６)類似事例等 

子ども送迎に特化したオンデマンド交通は全国的にも新しい取り組みであるが、主な成功事例として
は北海道士別市の「習い事応援タクシー」が挙げられる。 
士別市では２０２２年度に既存路線バスを補完する形で児童の習い事送迎の乗合タクシー実証を行

い、半年余りで延べ５３２名（２０７回運行）が利用し、平均乗合人数２．５人を記録した。利用者の
満足度は市街地では９０％と高かったが、郊外では負担額が大きいことから３０％に留まり、今後は広
告収入や教育予算の充当で利用者負担軽減を図る検討がなされている。 

 
２ 事例２：複合的公共交通サービス（群馬県下仁田町） 

(１)背景 
下仁田町は人口約６，２００人、面積１８８ｋｍ²の山間地域で、高齢化率も高く（約４０％）、公共

交通の維持が大きな課題となっている。もともと町内には幹線バス（上信電鉄バス）が走っていたが、
乗客減少で路線撤退が相次ぎ、町が代替のコミュニティバス「しもにたバス」を運行してきた経緯があ
る。 
一方、小中学校の統廃合が進み、遠距離通学のため複数のスクールバス路線（計７台）を町教育委員

会が運行するようになった。しかし、路線バスとスクールバスが並行して走り経路が重複する非効率や、
少子化でスクールバスに空席が多い状況が生じていた。また、高齢者を中心に公共交通ニーズは一定数
あるものの、路線バス利用は年々減少し運行維持が厳しい状況だった。 
こうした背景から、限られた財源・車両・人員で公共交通とスクールバスの両方を維持する方策が検

討され、公共交通会議の場で「両者を統合できないか」という議論が本格化した。 
 

(２)内容 
下仁田町が導入したのは、町営バス（コミュニティバス）とスクールバスを組み合わせた複合的な公

共交通サービスである。具体的には、平日朝夕はスクールバスとして児童生徒の通学輸送を行い、その
便に地元住民も空席があれば無料で混乗できるようにした。そして日中の学校空き時間帯（８：３０～
１５：００）は、同じ車両・運転手を使って「町乗合バス」（デマンド型登録制ではあるが経路固定に
近い運行）として一般住民向けに運行し、この場合は一律２００円の有償運賃を徴収する仕組みに変更
した。 
要するに、スクールバスとコミュニティバスの融合運行であり、時間帯によって役割を切り替える２

形態混在の運行形態となっている。 
これは当時の総務省見解に対応する工夫でもあった。総務省は「スクールバスに一般客を有償で乗せ

ると、それは一般公共交通とみなされ、地方交付税のスクールバス算定から除外する」との方針を示し
ていたため、下仁田町は一般乗客から料金を取らない形で混乗を実現させた。その代わり、スクールバ
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ス運行時間外に別途「市町村有償運送」の登録を行い、２００円均一の町営バスとして運行することで、
有償運行部分と無償混乗部分を法律・財政上区別したのである。 
この制度設計にあたっては、町内の地域公共交通会議に「スクールバス部会」と「路線バス部会」を

設け、学校長やＰＴＡ代表、地域住民代表らを交えて綿密な協議を重ね、混乗による利便性低下を最小
限に抑えるダイヤやルートの妥協点を探った。 
また、安全面の配慮として、混乗開始当初は車内に添乗職員を乗せて高齢者の乗降補助を行うなど、

児童生徒と一般客双方の安心確保に努めた。財政面では、スクールバス運行費の大部分が地方交付税措
置でまかなわれ、町営バス部分は町の一般財源や補助金で賄われている。 
混乗化により車両・人件費の有効活用が図られ、別々に運行していた頃と比べてトータルの維持費は

抑制されたとされる（統合前後でほぼ同水準の予算でサービス量を維持）。 
 

(３)成果 
統合運行の成果としてまず挙げられるのは、住民の足と通学手段の両立が実現したことである。町に

よれば、年間延べ利用者数は令和５年度で約５．３万人に上り、統合前と比べ大きな落ち込みなく地域
交通を維持できている。平成３０年度実績では、日中運行する「しもにたバス」の利用者が１３，６９
４人（一般客１０，５０４人、児童生徒３，１９０人）、朝夕運行の「スクールバス」利用者が５２，
４８１人（一般客５，３０７人、児童生徒４７，１７４人）となっており、スクールバスに混乗した一
般客は全体の約１０％を占めていた。混乗によって生まれた一般客５，０００人超という数字は、もし
混乗を認めずスクールバスだけ運行していたら取りこぼしていた「移動機会」であり、統合施策によっ
て生まれた付加的な交通サービスと言える。 
また、高齢者等からは「スクールバスに乗せてもらえるので助かる」「２００円バスのおかげで日中

も出かけられる」といった肯定的な声が聞かれ、交通難民防止に寄与しているとの評価がある。 
統合により、車両や乗務員の稼働率が向上したことも成果である。従来は、スクールバス車両が朝夕

以外は遊休化していたが、統合後は日中も地域輸送に活用されている。これにより限られた人員でサー
ビスを提供でき、運転委託先のタクシー事業者（上信ハイヤー株式会社）との契約効率も上がった。行
政側の財政負担は依然大きいものの、「スクールバス＋路線バス」を別個に維持するよりは合理化でき
たとの報告がなされている。 
質的な面では、地域住民と行政・学校が協働で作り上げた仕組みであるため、市民の愛着・理解が深

まり、地域ぐるみで交通を支える意識醸成にもつながった。混乗開始当初は物珍しさから「今日は何人
乗ってる」など地域で話題になり、高齢者と児童の世代間交流が車内で生まれるといった副次効果も指
摘されている。 

 
(４)課題 

最も重視された課題は、子どもの安全と学業への支障防止である。スクールバスに一般客が乗ること
に対し、当初一部保護者から不安の声も上がった。「知らない大人と同乗させて大丈夫か」「停留所で
の乗降時に子どもに危険はないか」などである。町はこの点に十分配慮し、混乗を開始する前に各地区
で説明会を開催して保護者や住民の理解を得た。また、前述の通り添乗員を付けて安全確認に努め、児
童生徒の乗降には特に注意を払っている。幸い重大なトラブルもなく運行できているが、今後も安全対
策の継続や新たなリスクへの備えが不可欠である。 
混乗化によりスクールバスのダイヤ・ルートが通学優先で制約される側面も課題である。例えば「児

童生徒の登下校時間に合わせたダイヤ設定」としたため、一般住民から見ると運行本数や時間帯が限定
的で利便性に物足りなさもある。実際、昼間の町営バスは６路線を１日各１～２往復運行する程度で、
フリー乗降区間を設け利便性向上に努めてはいるものの、デマンド（予約型）ではなく定時運行のため
利用できる時間・場所に制約がある。高齢者からは「午前中に病院に行く足がもっと欲しい」等の要望
も出ており、サービス水準とコストのバランスに悩ましい面がある。 
また、本サービスは収入の大半を税金で補っており、人口減少が進めば更なる利用減やコスト増のリ

スクがある。スクールバス分は交付税で補填されるとはいえ、町財政にとって公共交通維持は重い負担
である。今後、利用者数が大幅に減るような事態（例えば更なる過疎化や高齢者減少で需要縮小）があ
れば、サービス水準の見直しや他の交通手段（乗合タクシー等）への転換も検討せざるを得なくなるだ
ろう。現在は、地域の必需サービスとして概ね支持されているものの、「持続可能な運行モデル」にア
ップデートし続ける努力が必要である。 
運転業務を委託するタクシー会社にとっても、今後ドライバー不足が深刻化する恐れがある。山間地

域でスクールバス兼コミュニティバスを運転できる人材を確保し続けることは簡単ではなく、将来的に
は自治体自ら運行する案やＩＣＴを活用した効率化（自動運転の活用検討など）も課題として浮上して
いる。 

 
(５)沼田市における導入示唆 

沼田市においても、中山間地域や郊外地域で公共交通の維持が課題となっている。下仁田町の事例は、
既存資源の統合による公共交通サービス維持という観点で沼田市に重要な示唆を与える。 
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まず、沼田市内でも今後の小中学校の統合や廃校により、スクールバス運行が必要となる場面が考え
られる。その際、本事例のようにスクールバスを地域住民の交通にも活用すれば、単独でコミュニティ
バスを走らせるより効率よく地域交通を支えられる可能性がある。沼田市は現在、市民バスやデマンド
タクシーを運行しているが、路線によっては利用者の減少で維持が困難となる路線も生じる可能性はあ
る。本事例は、そうした路線と学校輸送を一体的に再編する選択肢を示している。 
ただし、沼田市で直ちに同様の統合が可能かは検討が必要である。スクールバス混乗には保護者の理

解と学校現場の協力が不可欠であり、地域性によっては抵抗感もあり得る。しかし、下仁田町で丁寧な
協議により実現したように、沼田市でも関係者間で合意形成を図れば実現しうる施策と言える。 
財政面でも本事例は参考になる。沼田市が公共交通に充てられる予算には限りがあるが、本事例のよ

うに国の交付金（スクールバスは普通交付税措置）や有償運送の制度を上手に活用すれば、二重投資を
避けつつ必要な交通を確保できる。例えば、既存の市民バス路線とスクールバスのルートが重なる場合、
統合することで１台の車両で二役をこなせ、人件費・維持費の削減につながる可能性がある。沼田市に
とっては、交通空白地帯の解消と費用節減という二重のメリットが見込める点で検討に値する。 
また、下仁田町のケースから得られる教訓として、住民への説明と合意形成のプロセスがきわめて重

要だという点も挙げられる。沼田市で導入を検討する際も、地域公共交通会議等で住民代表や学校関係
者と十分協議し、不安点を洗い出して対策を講じることが成功の鍵となるだろう。 
最後に、地域ニーズへの柔軟対応の必要性も示唆される。下仁田町は統合後もなお改善を続けており、

利用状況に応じてダイヤ改正やフリー乗降区間の拡充、高齢者向け運賃無料化などの施策を講じている。
沼田市も導入後に状況変化があれば見直しをためらわず、常に利用者ニーズを中心に据えてサービスを
調整していく姿勢が重要だ。本事例は「行政と地域の創意工夫によって公共交通を守る」一つの成功例
であり、沼田市でも既成概念にとらわれない複合的な交通施策を検討する価値がある。 

 
(６)類似事例等 

公共交通とスクールバスの統合は全国でも採用事例が増えており、成功例の一つが愛媛県大洲市であ
る。同市では平成２４年の小中学校統廃合を機に、スクールバスと市営バスを一体化する取り組みを行
った。ルート重複の解消と車両効率化により、統合後は年間利用者数・運行経費とも適正水準で推移し、
住民の生活交通と通学手段が両立したと報告されている。 
一方、統合型サービスの課題例としては、地域によって保護者の理解が得られず断念されたケースも

ある。例えばある自治体ではスクールバスへの高齢者混乗を提案したものの、「児童の安全第一」を重
視するあまり合意に至らなかった例があり、結果としてコミュニティバスを廃止できず赤字が拡大した
といったケースが見られる。 
このように、統合施策はメリットが大きい反面、関係者の合意形成が得られないと実現が難しい面も

ある。下仁田町の成功要因は徹底した協議と安全対策にあったことから、沼田市で類似施策を検討する
際も、関係者の納得感を醸成しながら段階的に進めることが重要である。 

 
３ 事例３：路線バス全廃によるＡＩオンデマンド交通へのシフト（長野県茅野市） 

(１)背景 
茅野市は、人口約５万人の長野県中部の市で、市街地から郊外・別荘地まで広範囲に及ぶ地域を抱え

る。従来、市内には１３路線のコミュニティバスや循環バスが運行されていたが、高齢化や利用者減少
により経営的に厳しく、市の財政負担も重くなっていた。特に日中時間帯の利用が低迷し、１日平均乗
客が１人未満の路線もあるなど非効率な状況が問題視されていた。 
このため、茅野市は抜本的な公共交通再編を計画し、ＡＩを活用したオンデマンド型交通への転換を

決断した。背景には、国土交通省が進めるデマンド交通推進の潮流や、ＩＣＴ利活用による地域交通維
持の先進事例が全国で現れ始めたこともあった。市は地域住民への説明会を重ね、固定の路線バスを廃
止する大きな転換について合意形成を図ったうえで、２０２２年１０月に全１３路線 
のバスを廃止し、新サービスへ移行するという大胆な公共交通改革に踏み切った。 

 
(２)内容 

新たに導入されたサービスは、ＡＩ乗合オンデマンド交通「のらざあ」と命名された。これは利用者
の予約に応じて運行経路や乗合を自動最適化するシステムで、決まった時刻表・ルートを持たない予約
型の乗合バスである。従来バスを廃止したエリア（市内全域の生活路線エリア）をカバーし、市内各所
に設定した固定または仮想の乗降ポイント間を自由に移動できる。 
運行日は年末年始５日間以外の毎日、時間は８：００～１９：００と広範囲のニーズに対応している。

利用には事前の利用者登録が必要で、スマホアプリからの登録・予約を基本とするが、電話予約にも対
応し、高齢者などＩＴ未利用者にも配慮している。 
料金体系は距離制運賃で、３ｋｍ未満３００円、３～５ｋｍ５００円、５ｋｍ以上７００円と設定さ

れた。ただし６５歳以上の高齢者は距離に関係なく一律３００円、障がい者は半額（上限３００円）、
中学生以下は半額、未就学児は無料といった割引があり、誰もが利用しやすい料金となっている。 
支払いは現金・回数券のほか、アプリ予約の場合はクレジットカードにも対応する。運行車両は主に

ワンボックス型のジャンボタクシー（ハイエース等）で、茅野市内のタクシー事業者４社が事業主体と
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して車両提供・運行を担い、ＡＩ配車システム（経路最適化アルゴリズム）を用いて複数乗客の効率的
な乗合輸送を行っている。行政はこれら事業者に対し、運賃収入では賄いきれない運行コストの差額を
補助金で支払っている。市担当部署（地域創生課）がサービス全体を統括し、受付センターも設置して
電話予約の対応やオペレーション管理を行っている。 
財政面では、旧来の路線バス維持にかかっていた補助金総額と、新オンデマンド交通への補助額がほ

ぼ同程度になるよう設計されている。例えば市は、路線バス１３路線廃止前には年間かなりの額の補助
を出していたが、新サービスでもそれに匹敵する予算を投じている。しかし、同じ予算規模で遥かに利
便性が高く利用者の多いサービスに転換できた点に、この施策の意義がある。 
なお、茅野市は朝夕の通勤通学時間帯についてはオンデマンドではさばききれないことも想定し、別

途スクールバス・通勤バス（通学通勤支援便）を走らせて通学輸送を補完している。オンデマンド交通
と定時便を組み合わせ、市全体の公共交通ネットワークを再構築した点が特徴である。 

 
(３)成果 

オンデマンド交通への全面移行により、利用者数は大幅に増加した。茅野市によると、旧１３路線バ
スの年間延べ利用者数は約７万人であったのに対し、オンデマンド交通「のらざあ」導入後は年間約１
３万人（令和５年度）と約５６％増加した。具体的には、稼働開始直後の２０２２年１０月～１２月は
月平均４，０００～５，０００人規模で推移し、その後徐々に周知と利用が広がった。２０２３年８月
末時点の累計では５１，７４９人に達し、１日平均に換算すると１５０～１６０人前後が利用している
計算になる。これは旧路線バス時代の１日平均を大きく上回り、市民の移動需要を新サービスが掘り起
こしたことを示す。 
従来バスは高齢者中心であったが、「のらざあ」は老若男女幅広く利用している。利用者の約半数は

７０～９０代の高齢者が占めるが、一方で２０歳未満の利用者も全体の１割程度おり、塾通いや部活帰
りなどに積極的に利用されている。特に高校生や大学生からは「バスの時間を気にせず駅や商業施設に
行けて便利」との声があり、新たな若年層需要を取り込んだ点が成果である。 
また、２０代以下の若者はほぼ全員がスマホアプリで予約しており、利便性の高さを評価している。

高齢者でも６０代では半数がアプリ予約、７０代以上は８割が電話予約という利用状況で、デジタルに
不慣れな層にも電話対応でカバーできている。 
利用者アンケートでは、「目的地まで乗換えなしで行けて便利」「待ち時間が少なく快適」といった

高評価が多い。ＡＩ配車によりドアツードアに近い移動が実現し、既設の停留所に加え細かな仮想乗降
ポイントを設定したことで、自宅近くから乗れるようになった利点も大きい。 
また、従来は路線ごとに決まった経路しか行けなかったのが、オンデマンドでは市内エリアどこへで

も直行できるため、利用範囲が広がったとの声もある。さらには、観光客や別荘滞在者の利用も報告さ
れており、タクシーより安価で気軽な移動手段として定着しつつある。 
行政にとっても、同程度の予算投入でサービス供給量（利用者数）が大きく増えた点は効果が高い。

市によれば、「これまでと同程度の予算で利用者が５６％伸びていて非常に効果的」と評価している。
収支面では依然赤字補填が必要だが、費用対効果は向上した。また、事業者側（タクシー会社）にとっ
ても、新たな収入源確保につながり、地域の交通産業維持という面でメリットがある。実際、茅野市で
は新サービス導入後も行政・事業者間で継続協議を行い、予約が集中する時間帯の配車効率化や車両増
備の検討など、サービス水準向上と効率運行の両立を図っている。例えば２０２４年２月からはアプリ
での事前予約（日時指定予約）にも対応し、計画的な利用もしやすくなった。 
総じて、市民の移動手段を維持・向上させつつ財政負担を抑制できた点で、この施策は成功を収めて

いる。 
 

(４)課題 
想定以上に利用が伸びた反面、ピーク時には一部予約を断念せざるを得ないケースも発生している。

市によれば「予約の２割ほどが取りこぼし（希望の時間に乗れない）状況」があるとのことで、特に買
い物帰りの午後などに予約が集中し車両が足りなくなることが課題となった。この対策として、車両台
数の増強やＡＩ配車アルゴリズムの改良（乗合率を上げる調整）が検討されている。実際、平日日中は
稼働車両を増やし、可能な限りリクエストに応える運用を続けているが、観光シーズン等には臨時便対
応も必要になる可能性がある。 
また、のらざあは茅野駅から半径６ｋｍ圏内の市街地・住宅地を主な対象としている。郊外の山間部

や隣接町村への長距離移動はカバー外であり、そこまでカバーすると途端に効率が悪くなると指摘され
ている。このため、市内山間部では別途デマンドタクシー（予約型乗合タクシー「のらざあ富士見号」
等）を運行する計画があるほか、広域移動は鉄道や従来からの特急バス路線を使ってもらう住み分けと
なっている。 
初期段階ではアプリ登録や予約方法が分からない高齢者も多かった。茅野市では各地区で説明会や乗

車体験会を開き、「電話一本で呼べます」「スマホがなくても使えます」と繰り返し周知することで徐々
に浸透させた経緯がある。それでもデジタルデバイドは完全には解消せず、利用登録を敬遠する高齢者
も一部にいる。市は地域包括支援センター等と連携し、外出を促す見守り活動の中で利用を勧奨するな
ど、きめ細かなフォローが課題となっている。 
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運行主体のタクシー各社にとっては、新サービスのために車両や乗務員を確保する必要があり、人手
不足の中で負担がかかっている。現状、４事業者が協力し合いながらローテーション運行しているが、
ドライバー高齢化も進んでおり、将来的な担い手確保が課題となる可能性がある。行政は補助金で経営
面を下支えしているが、待遇改善や勤務シフトの工夫など業界側の課題も浮上している。 
オンデマンド交通の便利さから、一部では既存交通の利用者がオンデマンドに流れる傾向も出ている。

地域全体の交通ネットワークの中で、新サービスと既存交通機関の役割分担をモニタリングし、必要に
応じて調整することも中長期的には課題となるだろう。 
全体として、茅野市のオンデマンド交通は概ね順調なスタートを切ったが、更なるサービス改善と持

続可能な運営に向けて上記のような課題への取り組みが求められている。 
 

(５)沼田市における導入示唆 
沼田市はすでにＡＩオンデマンド交通「ぬまくる」を導入しており、市域を複数のエリアに分けてデ

マンド型バスと定時定路線バスを組み合わせたハイブリッドな地域公共交通体系を構築している。この
点で、茅野市の事例は「すでにＡＩオンデマンド交通を導入済の自治体が今後どのように制度を成熟・
拡張させていくか」を考える上での有効な比較対象となり得る。 
まず、茅野市の例から得られる第一の示唆は、「需要を掘り起こすデマンド交通の高度化と再設計」

である。茅野市ではオンデマンド交通への全面移行後、利用者数が従来の路線バス時代の約１．８倍に
増加し、若年層や観光客の利用も進んでいる。これは、利便性の高さや予約のしやすさが利用の後押し
となっていることを示している。沼田市においても、すでに導入済の「ぬまくる」を、単なる交通弱者
支援の手段に留めず、新たな利用ニーズ（通学・通院・観光・買い物）に対応する移動基盤へと発展さ
せていくことが重要である。 
次に、段階的拡張と柔軟なサービス設計の必要性である。茅野市は市全域でオンデマンド交通に切り

替えた一方で、スクールバスや通学便との併用や地域分割、通勤通学時間帯の定時便確保など、きめ細
かな設計を行っている。沼田市でも、今後更なる運行時間の見直し、日祝の対応といった改善が求めら
れる。また、既存の通学・スクールバスとの連携や複合運用の検討も、効率的な資源活用と地域住民へ
の受容性向上につながる可能性がある。 
第三に、ＩＣＴ活用と地域サポート体制の両立である。茅野市の例では、スマホ利用が難しい高齢者

にも配慮した電話予約体制や地域スタッフによる支援が重要な成功要因となっている。沼田市でも、高
齢層を中心とした非デジタル世代が一定数存在する中で、ＩＣＴ利用への支援や「ぬまくる」登録・予
約のサポート体制を強化し、誰もが使いやすい交通サービスを確立する必要がある。 
最後に、統合的な政策設計の必要性である。現在、沼田市では中学校統合に伴い新たな通学圏が形成

される中で、通学手段の確保と地域公共交通の連携設計が求められている。茅野市のように通学便とオ
ンデマンド交通を組み合わせた運用や、特定の通学時間帯だけ定時運行を行う工夫は、交通需要の偏在
に対応する実践例として参考になる。今後、沼田市が学校再編・地域交通計画・教育政策を横断的に連
携させることで、交通施策がより市民生活に根差したものへと昇華されることが期待される。 

 
(６)類似事例等 

ＡＩオンデマンド交通への全面転換は全国的にまだ少ないが、部分導入や段階的移行の成功例・計画
例が増えている。成功事例としては、新潟県三条市が２０２４年１０月に市街地循環バスをＡＩデマン
ド交通「のるーとさんじょう」に置き換えて本格運行を開始し、他エリアでも既存デマンド交通と組み
合わせてサービス提供している。 
また、鳥取県境港市では２０２４年度末で従来の循環バス「はまるーぷバス」を廃止し、ＡＩオンデ

マンドバスを導入する方針を打ち出しており、現在その愛称を公募する段階にある。これらは茅野市に
続く動きであり、地方都市でオンデマンド交通が新たなスタンダードになりつつあることを示す。 
他方、失敗事例としては、オンデマンド交通を導入したものの採算や利用面で行き詰まり再度見直し

たケースがある。例えば佐賀県小城市（前述の芦刈町タクシー）ではデマンド交通が定着せず路線バス
回帰となったし、また東京都西東京市の実証では電話予約が集中しすぎて繋がらない問題などオペレー
ション上の課題から本格導入を断念した例も指摘されている。失敗要因としては、「導入ありき」で住
民意見を十分聞かなかったことや、予約方法・エリア設定が不便だったこと、需要に対し車両数が不足
したことなどが挙げられる。茅野市はそれらを事前に分析し、周到な計画と調整で成功に導いた好例と
言える。 

 
４ 主な参考資料 

(１)群馬県渋川市「こどもデマンド渋川」関連情報 
(２)下仁田町「複合的公共交通サービス」関連資料 
(３)茅野市公式サイト「ＡＩ乗合オンデマンド交通『のらざあ』」行政・報道発表資料等 

 



統合対象学校及び行政区別生徒数等 第2回沼田市地域公共交通活性化協議会分科会資料

学校名 # 行政区名 生徒数 最長通学距離（km） 高低差 想定される通学手段 対象路線 乗車バス停候補 降車バス停候補 基準運賃 学割定期券（1か月） 学割定期券（１年） ×生徒数

沼田市立沼田南中学校 1 東倉内町 18 2.0 小 徒歩　or 自転車

沼田市立沼田南中学校 2 西倉内町 12 2.0 小 徒歩　or 自転車

沼田市立沼田南中学校 3 上之町 0 1.5 小 徒歩　or 自転車

沼田市立沼田南中学校 4 中町 1 1.5 小 徒歩　or 自転車

沼田市立沼田南中学校 5 下之町 0 2.0 小 徒歩　or 自転車

沼田市立沼田南中学校 6 馬喰町 5 1.5 小 徒歩　or 自転車

沼田市立沼田南中学校 7 坊新田町 22 2.0 小 徒歩　or 自転車

沼田市立沼田南中学校 8 鍛冶町 16 2.5 中 徒歩　or 自転車

沼田市立沼田南中学校 9 戸鹿野町（上） 32 3.0 中 徒歩　or 自転車

沼田市立沼田南中学校 10 戸鹿野町（下） 10 4.0 大 通学定期券補助 or スクールバス 岩本線 新橋 沼田市保健福祉センター前 370 11,100 133,200 1,332,000

沼田市立沼田南中学校 11 新町 7 4.0 大 通学定期券補助 or スクールバス 岩本線 新橋 沼田市保健福祉センター前 370 11,100 133,200 932,400

沼田市立沼田南中学校 12 沼須町 27 4.0 大 通学定期券補助 or スクールバス 岩本線 新橋 沼田市保健福祉センター前 370 11,100 133,200 3,596,400

沼田市立沼田南中学校 13 上沼須町 7 1.5 大 通学定期券補助 or スクールバス 南郷線 上沼須新田 沼田市保健福祉センター前 260 7,800 93,600 655,200

沼田市立沼田南中学校 14 栄町 20 2.5 中 徒歩　or 自転車

小計 177

沼田市立沼田西中学校 15 榛名町 14 2.5 大 通学定期券補助 or スクールバス 鎌田線ほか 榛名町 沼田市保健福祉センター前 280 8,400 100,800 1,411,200

沼田市立沼田西中学校 16 清水町 9 3.0 大 通学定期券補助 or スクールバス 鎌田線ほか 沼田駅 沼田市保健福祉センター前 280 8,400 100,800 907,200

沼田市立沼田西中学校 17 薄根町北 17 3.0 大 通学定期券補助 or スクールバス 鎌田線ほか 榛名幼稚園前 沼田市保健福祉センター前 280 8,400 100,800 1,713,600

沼田市立沼田西中学校 18 薄根町中 10 3.0 大 通学定期券補助 or スクールバス 鎌田線ほか 沼田駅 沼田市保健福祉センター前 280 8,400 100,800 1,008,000

沼田市立沼田西中学校 19 薄根町南 15 3.0 大 通学定期券補助 or スクールバス 鎌田線ほか 沼田駅 沼田市保健福祉センター前 280 8,400 100,800 1,512,000

沼田市立沼田西中学校 20 上川田町 7 6.0 大 スクールバス

沼田市立沼田西中学校 21 戸鹿野町（沼田西中学校） 3 3.0 大 通学定期券補助 or スクールバス 鎌田線ほか 沼田駅 沼田市保健福祉センター前 280 8,400 100,800 302,400

沼田市立沼田西中学校 22 下川田町北 21 7.0 大 スクールバス

沼田市立沼田西中学校 23 下川田町南 6 6.0 大 スクールバス

沼田市立沼田西中学校 24 屋形原町 3 6.0 大 スクールバス

沼田市立沼田西中学校 25 岩本町 4 10.0 大 スクールバス

小計 109

沼田市立沼田東中学校 26 下久屋町（上） 14 2.5 小 徒歩　or 自転車

沼田市立沼田東中学校 27 下久屋町（下） 10 2.5 大 通学定期券補助 or スクールバス 南郷線 万延橋 沼田市保健福祉センター前 400 12,000 144,000 1,440,000

沼田市立沼田東中学校 28 上久屋町 17 5.0 大 通学定期券補助 or スクールバス 南郷線 上久屋神社前 沼田市保健福祉センター前 510 15,300 183,600 3,121,200

沼田市立沼田東中学校 29 久屋原町 25 5.0 小 通学定期券補助 or スクールバス 南郷線 中道 沼田市保健福祉センター前 510 15,300 183,600 4,590,000

沼田市立沼田東中学校 30 横塚町 48 2.5 小 徒歩　or 自転車

小計 114

400 合計



統合対象学校及び行政区別生徒数等（各学校統合予定時点推計）

学校名 統合年度 # 行政区名
統合年度時点の生
徒数推計（人）

最長通学距離見込
み（km）

最大高低差見込み 分科会において想定した通学手段 対象路線
既存ダイヤ等で
の対応可否

乗車バス停候補 降車バス停候補 基準運賃 学割定期券（1か月） 学割定期券（１年） ×生徒数

沼田市立沼田南中学校 令和12年度 1 東倉内町 13 2.0 小 徒歩　or 自転車

沼田市立沼田南中学校 令和12年度 2 西倉内町 5 2.0 小 徒歩　or 自転車

沼田市立沼田南中学校 令和12年度 3 上之町 0 1.5 小 徒歩　or 自転車

沼田市立沼田南中学校 令和12年度 4 馬喰町 3 1.5 小 徒歩　or 自転車

沼田市立沼田南中学校 令和12年度 5 中町 0 2.0 小 徒歩　or 自転車

沼田市立沼田南中学校 令和12年度 6 坊新田町 17 1.5 小 徒歩　or 自転車

沼田市立沼田南中学校 令和12年度 7 下之町 0 2.0 小 徒歩　or 自転車

沼田市立沼田南中学校 令和12年度 8 鍛冶町 11 2.5 中 徒歩　or 自転車

沼田市立沼田南中学校 令和12年度 9 戸鹿野町 27 4.0 大 通学定期券補助 or スクールバス 岩本線 ✕ 新橋
沼田市保健福祉セン
ター前

370 11,100 133,200 3,596,400

沼田市立沼田南中学校 令和12年度 10 新町 8 4.0 大 通学定期券補助 or スクールバス 岩本線 ✕ 新橋
沼田市保健福祉セン
ター前

370 11,100 133,200 1,065,600

沼田市立沼田南中学校 令和12年度 11 沼須町 19 4.0 大 通学定期券補助 or スクールバス 岩本線 ✕ 新橋
沼田市保健福祉セン
ター前

370 11,100 133,200 2,530,800

沼田市立沼田南中学校 令和12年度 12 上沼須町 7 1.5 大 通学定期券補助 or スクールバス 南郷線 ✕ 上沼須新田
沼田市保健福祉セン
ター前

260 7,800 93,600 655,200

沼田市立沼田南中学校 令和12年度 13 栄町 20 2.5 中 徒歩　or 自転車

小計 130

沼田市立沼田西中学校 令和12年度 14 榛名町 10 2.5 大 通学定期券補助 or スクールバス 鎌田線ほか △ 榛名町
沼田市保健福祉セン
ター前

280 8,400 100,800 1,008,000

沼田市立沼田西中学校 令和12年度 15 清水町 6 3.0 大 通学定期券補助 or スクールバス 鎌田線ほか △ 沼田駅
沼田市保健福祉セン
ター前

280 8,400 100,800 604,800

沼田市立沼田西中学校 令和12年度 16 薄根町 74 3.0 大 通学定期券補助 or スクールバス 鎌田線ほか △ 沼田駅
沼田市保健福祉セン
ター前

280 8,400 100,800 7,459,200

沼田市立沼田西中学校 令和12年度 17 上川田町 11 6.0 大 スクールバス

沼田市立沼田西中学校 令和12年度 18 戸鹿野町 1 3.0 大 通学定期券補助 or スクールバス 鎌田線ほか △ 沼田駅
沼田市保健福祉セン
ター前

280 8,400 100,800 100,800

沼田市立沼田西中学校 令和12年度 19 下川田町 26 7.0 大 スクールバス

沼田市立沼田西中学校 令和12年度 20 屋形原町 4 6.0 大 スクールバス

沼田市立沼田西中学校 令和12年度 21 岩本町 0 10.0 大 スクールバス

沼田市立沼田西中学校 令和12年度 22 今井・横子 1 15.0 大 スクールバス

小計 133

沼田市立沼田東中学校 令和9年度 24 下久屋町 17 2.5 大 通学定期券補助 or スクールバス 南郷線 ✕ 万延橋
沼田市保健福祉セン
ター前

400 12,000 144,000 2,448,000

沼田市立沼田東中学校 令和9年度 25 上久屋町 10 5.0 大 通学定期券補助 or スクールバス 南郷線 ✕ 上久屋神社前
沼田市保健福祉セン
ター前

510 15,300 183,600 1,836,000

沼田市立沼田東中学校 令和9年度 26 久屋原町 26 5.0 小 通学定期券補助 or スクールバス 南郷線 ✕ 中道
沼田市保健福祉セン
ター前

510 15,300 183,600 4,773,600

沼田市立沼田東中学校 令和9年度 27 横塚町 48 2.5 小 徒歩　or 自転車

小計 101

合計 364
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会議記録 

会議名 第１回沼田市地域公共交通活性化協議会分科会 

日 時 令和７年５月１２日（月）午後２時～３時３０分 

会 場 沼田市役所（テラス沼田）防災会議室４０４・４０５ 

出席者 青栁会長【沼田市総務部（沼総）】 

小野委員【沼田市介護高齢課（沼介）】 

地野委員【沼田市観光交流課（沼観）】 

桒原委員【沼田市教育総務課（沼教）】 

関口委員（代理：滝沢 様）【群馬県交通イノベーション推進課長（群交）】 

若木委員【関越交通株式会社（関越）】 

堀越委員（代理：西田 様）【群馬運輸支局（群運）】 

大島委員【高崎経済大学（高経）】 

倉石委員【沼田市政策アドバイザー（アド）】 

欠席者 松井委員【沼田市都市計画課（沼都）】 

髙橋委員【株式会社老神観光バス（老神）】 

事務局 角田、河内、小林、黒岩 

要 旨 １ 自由討議について 

自由討議の要旨は、次のとおりである。 

 中学校統合に伴い、通学距離や手段の変化が想定されるため、公共交

通を通学手段として位置づけ直す必要性が確認された。 

 現状の路線バス網においては、利用可能エリア・便数・アクセス状況

に大きなばらつきがあることが報告された。 

 一部エリアでは、徒歩や自転車による通学も選択肢に含まれる一方

で、バス停までのアクセスや運行ダイヤの問題が利用の障壁となって

いる。 

 保護者による送迎依存や混乗への不安が依然として強く、社会性やジ

ェンダーの観点も踏まえた対応が必要とされた。 

 通学支援のあり方として、スクールバスと通学定期補助のコスト・運

用面での比較が課題として浮上。 

 地域公共交通は、単なる移動手段ではなく「社会インフラ」「学びの

場」として再定義すべきとの意見も出された。 

 

２ 次回の会議に向けた主なタスクについて 

 主なタスクは、次のとおりである。 

（１）統合対象中学校における通学手段等のニーズ調査 

（２）スクールバス導入と定期券補助のコスト比較 



2 
 

（３）事例調査 

ア こどもデマンド（群馬県渋川市など） 

イ 複合的公共交通サービス（群馬県下仁田町など） 

ウ 路線バス全廃によるＡＩオンデマンド交通へのシフト 

（長野県茅野市など） 

概 要 １ 開会 【角田】 

 会議の開会を宣言した。 

 

２ 挨拶 【青栁会長】 

 沼田市の厳しい現状（人口減少・高齢化・自家用車依存）を背景に、地

域公共交通の持続可能性が喫緊の課題。 

 令和６年３月に策定された「沼田市地域公共交通計画」に基づき、本分

科会を専門的・実践的に検討する場として設置。 

 特に「新たな学校づくり実施計画」との連動で、通学交通の在り方を起

点に議論。 

 限られた時間の中で、率直かつ建設的な意見交換を期待。 

 

３ 委員紹介 【河内】 

 委員を紹介した。 

 沼田市政策アドバイザーの取組の一環で、本会の委員となった倉石委員

から次のとおり挨拶があった。 

 

【倉石委員（アド）】 

 国土交通省（旧建設省）に入省し、運輸・交通部門を中心にキャリアを

積んできた。 

 総合政策局地域交通課長として「地域公共交通の活性化及び再生に関す

る法律」の改正に尽力。 

 現在は、国土政策局に在籍。「二地域居住構想」に関する法制化等を担

当した。 

 地方創生２．０の一環として「地域生活圏」という新たな政策枠組みの

設計に携わっている。 

 地域生活圏は、医療、教育、交通、介護などの日常生活サービスを将来

的にも自立的に維持できる圏域を目指すもの。 

 自治体単位ではなく、複数市町村を含む広域単位で圏域（全国３００圏

域を想定）を設定する。 



3 
 

 従来の「公平な資源分配」から「選択と集中」による持続可能性重視へ

政策の転換を目指す。 

 民間主導と地域の意思に基づいたサービス構築を基本とする。過去の政

策づくりとは異なり、現場主導で再構築していく必要がある。 

 地域公共交通の今後を議論する本分科会の検討内容は、国の政策形成に

も参考となる。 

 

４ 議題 （１）協議事項等について ア 資料説明 【小林】 

 

〈０１ 分科会の概要〉 

 地域公共交通協議会の下部組織として設置されたものである。 

 課題別に専門的な検討を行う役割である。 

 

〈０２ 分科会の委員〉 

 既に紹介済であることから説明を割愛した。 

 

〈０３ 令和７年度の協議事項（案）〉 

 中学校統合に伴う通学支援の在り方についての議論を提案する。 

 生徒や保護者のニーズ把握、最適な交通手段を検討するものである。 

 進捗によっては、地域公共交通計画に記載されたビジョンや懸案事項等

について案件を追加して検討したい。 

 

〈０４ 沼中区域の統合内容〉 

 沼田中・沼田南中・沼田西中・沼田東中を統合する。（令和１２年度完

了予定） 

 統合校は、旧沼田中の校舎を活用する。 

 校区再編により通学距離・手段が大きく変化する地域がある。 

 校区別の通学方法に関する方針は「新たな学校づくり実施計画」１０ペ

ージに記載されている。 

 公共交通の維持や利用促進の観点で言えば、通学手段の一つとして公共

交通が選択されるよう、態様を見直すことが望ましい。 

 

〈０５ 沼中区域の生徒数〉 

 新たな学校づくり実施計画から抜粋した。対象区域の生徒数を地区別に

集計したデータである。 

 全体のスケールを把握するため特記している。 
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〈０６ 公共交通の利用が想定されるエリア〉 

 ５エリアに分類される。 

 通退学の時間帯に①公共交通運行があるか、②物理的に乗車可能か（定

員の問題）、③有効なバス停が存在するかが主な論点となる。 

 エリアによっては、バス停までのアクセスに課題がある。 

 

〈０７ 沼田駅周辺エリア〉 

 関越交通の自主運行路線である「Ｂ鎌田線」「Ｃ猿ヶ京線」、委託運行

路線の「Ｄ中山本宿線」、川場村委託路線の「川場循環線」が乗車候補

となる。 

 公共交通の選択肢は多いが、自転車や徒歩通学も選択肢となり得るエリ

アである。 

 既存の利用者に追加となった場合、バスに乗車しきれない可能性もあ

る。 

 

〈０８ 中山本宿線カバーエリア〉 

 委託運行路線の「Ｄ中山本宿線」が乗車候補である。 

 生徒数は非常に少ないエリアである。 

 ＪＲ線からの乗り継ぎを考慮したダイヤとなっていることから、現状で

は、始業に間に合わない。 

 沼田駅周辺エリアとも連動する。 

 

〈０９ 岩本線カバーエリア〉 

 委託運行路線の「Ｋ岩本線」が乗車候補である。 

 現ダイヤでは、通学に有効なバス停が存在しない。 

 現ダイヤでの最寄りは「升形口」や「テラスぬまた南」で降車後にも徒

歩で３０分～４０分と相当の時間がかかる。 

 下校時も便が限られており、現在のダイヤでは不十分と言える。 

 

〈１０ 南郷線カバーエリア〉 

 委託運行路線の「Ｊ南郷線」が乗車候補である。 

 岩本線同様、現ダイヤでは、通学に有効なバス停が存在しない。 

 現ダイヤでの最寄りは「万延橋」や「中町」で降車後にも徒歩で３０分

から４０分と相当の時間がかかる。 

 下校時も便が限られており、現在のダイヤでは不十分といえる。 
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〈１１ 鎌田線・川場循環線カバーエリア〉 

 関越交通の自主運行路線である「Ｂ鎌田線」、川場村委託路線の「川場

循環線」が乗車候補である。 

 登校時、下校時ともに選択肢が多く、現在のダイヤでも対応可能な可能

性が高い。ただし、既存の利用者数のチェックは必要である。 

 比較的平坦な横移動となることから、徒歩や自転車などの交通手段が選

択される可能性も考えられる。 

 

〈１２ 今後のスケジュール〉 

 資料に記載のとおり、進行したいと考えている。 

 今回の資料は、まずは現状共有のために作成したもの。事務局ではニー

ズ調査と費用検討を実施したいと考えている。 

 これ以外に今後の検討に当たって必要なデータや調査等があれば、意見

交換で指摘してほしい。 

 

４ 議題 （１）協議事項等について イ 自由討議 

 委員別の発言要旨は、次のとおりである。 

 

【関口委員（代理：滝沢 様）（群交）】 

 スクールバス及び定期券補助について、事務局が提案したデータの整理

については必須であると考える。 

 「こどもデマンド」の取組について調査が必要ではないか。 

 送迎が「当たり前化」している点は、課題の一つ。これがジェンダー不

均衡にもつながる恐れがある。 

 下仁田町の「複合的公共交通サービス」について報告を求める。 

 「新たな移動手段導入の手引き」（令和３年 群馬県県土整備部交通政

策課）についても適宜参考にされたい。 

 

【若木委員（関越）】 

 鎌田線や猿ヶ京線などの自主運行路線を通学で活用することによる需要

拡大は、事業者としてもメリットがある。 

 沼田駅朝８時５分発沼田高校行きは、需要大。ほかにも需要が大きい運

行があり、輸送力不足を懸念。 

 過去に路線バスを活用して子どもの送迎を実施したこともあったが、広

域で実施していたこともあり非効率であった。 
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 路線バスの利用は、保護者が混乗を不安視する可能性もある。 

 スクールバスの受託事業者を入札で決定した場合、一者に負担が集中す

る可能性があり、事業者側が対応しきれない懸念もある。 

 タクシー不足も深刻である。関越としては、朝夕は定期路線、日中はＡ

ＩデマンドバスをＡ地区、Ｂ地区で運行していることもあり、特にデマ

ンドバスの運行時間帯との競合を避けつつ、タクシーの台数を確保する

ことは課題である。 

 現在の関越の状況では、新たに路線をつくることは困難である。需要動

向を見ながら対応可能性を判断したい。 

 

【大島委員（高経）】 

 管内の輸送資源についての総合的な把握と連携が必須である。 

 スクールバス運行便数について調査すべきである。（「沼田市新たな学

校づくり実施計画」２３ページに記載があり、現在は９台である。） 

 学校がデマンドバスを予約して生徒の通学に活用する案も検討すべきで

ある。 

 需要に合わせ、バス停やダイヤの見直しも柔軟に検討されたい。 

 通学定期券補助のほうがスクールバス導入よりも低コストでの運用が可

能ではないか。試算されたい。 

 下仁田町の「複合的公共交通サービス」を参考にされたい。 

 

【桒原委員（沼教）】 

 スクールバスは、現在９台運行している。 

 保有はせず委託中心だが、一部車両（例：ハイエース）を保有してい

るケースもある。 

 スクールバス導入のメリットとしては、校外学習へ柔軟に対応できる

点等が挙げられる。 

 スクールバス導入のデメリットとしては、運転手確保、車庫不足、コ

スト増等が挙げられる。 

 通学距離の基準は、小学校３ｋｍ、中学校３．５ｋｍである。コスト

の試算は、未実施である。 

 路線バスにおける混乗やバス停移動、通学時に大きな荷物を持っての

路線バス乗車などは、保護者からも不安の声が多い。 

 

【倉石委員（アド）】 
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 長野県茅野市では、路線バスを全廃してＡＩ乗合オンデマンド交通のみ

の体制とした。 

 オンデマンドも「広域型」から「ピンポイント型」に進化すべきではな

いか。 

 地域交通は、単なる移動ではなく「社会インフラ」「学びの場」として

再定義すべきと考える。 

 地方創生関連のファンドやふるさと納税等の財源も活用し、商品化する

ことや発信することも肝要。 

 既存のフェアネスにとらわれることなく実行していくべきと考える。 

 

【小野委員（沼介）】 

 デマンド運用拡大で高齢者が取り残される懸念あり。 

 雨や雪による需要増大にも耐え得る柔軟な仕組みが必要。 

 実態として、徒歩３．５ｋｍ圏内でも多くが保護者送迎に頼っている現

実を踏まえるべきである。 

 

４ 議題 （２）協議事項等について ウ 本日のまとめ 

 本日の自由討議の概要をまとめたほか、次回以降の会議に向けてのタスク

整理を行った。タスクは、次のとおり。 

 

〈次回の会議に向けた主なタスク〉 

（１）統合対象中学校における通学手段等のニーズ調査 

（２）スクールバス導入と定期券補助のコスト比較 

（３）事例調査 

ア こどもデマンド（群馬県渋川市など） 

イ 複合的公共交通サービス（群馬県下仁田町など） 

ウ 路線バス全廃によるＡＩオンデマンド交通へのシフト 

（長野県茅野市など） 

 

５ 閉会 【角田】 

 会議の閉会を宣言した。 
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会議記録 

会議名 第２回沼田市地域公共交通活性化協議会分科会 

日 時 令和７年７月３０日（水）午後１時３０分～３時 

会 場 沼田市役所（テラス沼田）第三委員会室 

出席者 青栁会長【沼田市総務部（沼総）】 

小野委員【沼田市介護高齢課（沼介）】 

地野委員【沼田市観光交流課（沼観）】 

松井委員【沼田市都市計画課（沼都）】 

桒原委員【沼田市教育総務課（沼教）】 

関口委員（代理：小池 様）【群馬県交通イノベーション推進課長（群交）】 

若木委員【関越交通株式会社（関越）】 

髙橋委員【株式会社老神観光バス（老神）】 

堀越委員（代理：西田 様）【群馬運輸支局（群運）】 

大島委員【高崎経済大学（高経）】 

倉石委員【沼田市政策アドバイザー（アド）】※オンライン 

欠席者 なし 

事務局 角田、河内、小林、黒岩 

要 旨  中学校統合に伴う通学手段の見直しについて、前回会議で確認したニ

ーズ調査・事例調査・コスト比較の結果が事務局から報告された。 

 ニーズ調査では、バス通学利用意向が約７割。送迎負担軽減や社会性

向上を期待する一方、安全性や混乗不安、金銭的負担への懸念も多く

指摘された。 

 バス通学に必要な施策として、定期券補助、時刻・バス停調整、乗車

方法の案内、予約手段の多様化等が挙げられた。 

 事例調査では、子どもデマンド（渋川市）、複合的公共交通（下仁田

町）、路線バス全廃とＡＩオンデマンドシフト（茅野市）を紹介。制

度の柔軟性や利用者対応の工夫が成功要因として示された。 

 コスト比較では、通学定期券補助、スクールバス全車両導入、両者の

併用パターンを試算。費用と公共交通維持のバランスが課題として整

理された。 

 議論の結論として、学校統廃合に伴いスクールバス導入が不可欠な地

域はある一方で、中学生による通学ニーズの増加は、公共交通全体の

持続可能性向上に資するとの認識を共有。通学定期券補助制度などを

実施しつつ、大幅なダイヤ改正や路線構成変更を要しない箇所は公共

交通による通学を前提に制度設計を行うべきとし、この方向性に基づ
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く提言書を沼田市及び沼田市教育委員会へ提出すること、並びにその

骨子をまとめていくことを確認した。 

概 要 １ 開会 【角田】 

 開会を宣言し、出席状況とオンライン参加者を紹介。 

 

２ 挨拶 【青栁会長】 

 本分科会は、協議会からの付託案件について詳細な協議を実施。 

 前回会議では通学支援の方向性や調査項目を確認。 

 今回は、前回会議を受けて行った調査の結果報告と試算を共有し、具体

的な議論を深めたい。 

 

３ 議事 （１）協議事項等について ア 資料説明 【小林】 

 

〈１．ニーズ調査〉 

 対象：統合対象中学校の保護者、回答率６１．５％。 

 バス利用意向は約７割。理由は送迎負担軽減、社会性向上、公共交通維

持。 

 利用しない理由は費用負担、安全性、混乗不安、距離的不要感。 

 必要施策：定期券補助、時刻・バス停調整、乗車方法ガイド、アナログ

予約手段の確保。 

 

〈２．事例調査〉 

 渋川市：子どもデマンドによる送迎支援、教育機会確保、料金改定によ

る持続化。 

 下仁田町：スクールバスとコミュニティバスを一体運行し効率化。 

 茅野市：路線バス全廃＋ＡＩオンデマンド、定時便併用、中学生以下割

引。 

 

〈３．コスト推計〉 

 最大通学距離及び高低差を考慮して基準を想定し、各行政区別に通学手

段を設定。 

 「通学定期券補助」または「スクールバス」のいずれかを選択すべきと

した行政区について、推計１：全て「通学定期券補助」を選択した場合、

推計２：全て「スクールバス」を選択した場合、推計３：現ダイヤ等で

対応可能な場所のみ「通学定期券補助」を選択した場合の３パターンの

コストを推計。 
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 推計１を実装する場合は、大幅なダイヤ改正や運行車両変更等が必要。 

 

４ 議題 （１）協議事項等について イ 自由討議 

 全体の討議の要旨は、次のとおりである。 

 

 既存路線の輸送力やダイヤの制約があり、混雑や利用制限の懸念。 

 スクールバスと公共交通の併用時、線引きや利用条件の明確化が必要。 

 人口減少や将来の生徒数推移を踏まえた長期的制度設計の必要性。 

 福祉的役割と収益性の両立を視野に、公共交通全体の再構築が必要。 

 運賃制度の工夫（二重価格や割引設定）で利用促進と収支改善を図るべ

き。 

 高齢者や非デジタル層が利用しやすい予約方法や案内体制の確保。 

 コスト面では、導入しやすさと効果のバランスを見極める必要がある。 

 特定地域での現行路線活用の可能性はあるが、ダイヤや車両仕様の再検

討は必須。その上で、中山本宿線沿線などの一部地域については、ダイ

ヤ改正等により最適化することで、路線の持続可能性を高める可能性も

ある。 

 スクールバス運行は運転手確保・車庫不足が課題。既存車両の有効活用

策も検討。 

 学校統廃合に伴いスクールバス導入が必要な地域はある一方、中学生の

通学需要増は公共交通全体の維持・強化につながるとの認識を共有。 

 公共交通で対応可能な地域はそれを前提に制度設計を行うよう求める

旨を盛り込んだ市及び教育委員会宛ての提言書の骨子を作成すること

を確認。 

 

４ 議題 （２）協議事項等について ウ 本日のまとめ 

 本日の自由討議の要旨をまとめたほか、次回以降の会議に向けてのタスク

整理を行った。タスクは、次のとおり。 

 

〈次回の会議に向けた主なタスク〉 

 コスト比較結果を踏まえた方向性の整理と提言案の骨子作成。（骨子

には、将来人数を正しく推計した上での既存路線・ダイヤ・車両活用

の可否検証を含める） 

 

５ 閉会 【角田】 

 会議の閉会を宣言した。 
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沼田市地域公共交通活性化協議会分科会設置規程 

(趣旨) 

第１条 この規程は、沼田市地域公共交通活性化協議会規約 以下「規規約」という。）第

１２条第１項の規定に基づき設置する分科会の組織、運営その他必要な事項に関し、

同条第２項の規定に基づき定めるものである。 

 

(所掌事項) 

第２条 分科会は、沼田市地域公共交通活性化協議会(下「規協議会」という。)から付

託された規約第３条各号に掲げる事項について、専門的な調査及び検討を行う。 

(組織) 

第３条 分科会は、分科会長及び委員をもって組織する。 

(分科会長) 

第４条 分科会長は、協議会の会長が指名する。 

２ 分科会長は、分科会を代表して、その会務を総理する。 

３ 分科会長に事故があるときは、あらかじめ分科会長が指定する者がその職務を代理 

する。 

(分科会の委員) 

第５条 分科会の委員は、協議会の会長が指名する。 

(委員の任期) 

第６条  委員の任期は、第２条に規定する専門的な調査及び検討が終了するまでの期

間とする。 

(会議) 

第７条 分科会の会議(下「規会議」という。)は、分科会長が招集し、分科会長が議長

となる。 

２ 分科会は、委員の半数下上の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員は、必要に応じて代理者を出席させることができることとし、その代理者の出

席をもって当該委員の出席とみなす。 

４ 議事は、出席委員の過半数をもって決定することとする。ただし、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。 

５ 分科会長は、必要があると認められるときは、委員下外のものに対して、資料を提

出させ、又は分科会への出席を依頼し、助言等を求めることができる。 



 

(書面審議) 

第８条 分科会長は、分科会の議案が緊急を要するもの及び軽微な事項であると判断し

たものについては、書面により意見の聴取及び議決を行うことをもって分科会の会議

に代えることができる。 

 

(協議結果) 

第９条 分科会長は、分科会において協議した結果について、協議会に報告する。 

 

(事務局) 

第１０条 分科会の事務局は、協議会の事務局が行う。 

(報酬及び費用弁償) 

第１１条 分科会の委員の報酬及び費用弁償は、沼田市地域公共交通活性化委員の報酬

及び費用弁償に関する規程に準ずる。ただし，委員が同日開催の協議会にも出席す

る場合は，勤務時間を合算の上、規定の報酬を支給する。 

(その他) 

第１２条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、協議会の会長が会議に諮り定

める。 

附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 


